
 
 

  

 

 
 
 

 

 

《筆者：山本》 

（全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令 3.6.11 法律 66） 

同一月内に開始日と終了日の翌日が共に属する複数の育児休業等がある場合の合計育児休業等日数は、それぞれの

日数を合計し、出生時育児休業等により、（労使間で合意した上で）休業中に就業した場合には、就業日数を除い

て計算します。※災害や突発的な事態への対応等、一時的・臨時的な就労については、育児休業等日数より除く必要はありません。 

育児休業等日数の考え方 

2022 年 10 月 1日より、厚生年金保険の被保険者数が 100 人超の事業所では、「週の所定労働時間が 20時

間以上であること」等の一定の要件を満たしたパートやアルバイトも、社会保険加入の対象となります。

●2022.10.1～ 

75 歳以上の後期高齢者医療制度の方の医療費の自己負担割合が、現行の「１割」または「３割」に、新

たに「２割」が追加され、「１割」「２割」「３割」の３区分となります。課税所得が２８万円以上かつ「年

金収入＋その他の合計所得金額」が２００万円以上（単身世帯の場合）の方が２割負担の対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 
 
  

 

私のひとこと 


